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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像光学系と照明装置と撮像装置と回路基板とを少なくとも含んで構成されるカプセル
内視鏡において、
　体腔内にＸ線検査によってその位置を把握可能な針状部を有する金属で形成されたマー
カー部材を射出する射出ユニットを具備し、
　前記射出ユニットは、前記マーカー部材を射出する射出力を前記マーカー部材に付勢し
た状態で前記カプセル内視鏡内に保持する付勢部材を備えており、
　かつ、前記マーカー部材を射出する射出部の先端部位が観察視野の範囲内にあることを
特徴とするカプセル内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、カプセル内視鏡、詳しくは略カプセル形状の筐体内部に撮像光学系及び撮
像手段等が一体に組み込まれて構成されるカプセル内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば体腔内等の検査等を行うのに際しては、先端に撮像素子等を備えた管
状の挿入部と、この挿入部に連設される操作部及びこれに接続される画像処理装置・表示
装置・光源装置等の各種装置等からなり、挿入部を被検者の口腔等から体腔内へと挿入し
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て体腔内における所望の部位を観察し得るように構成される内視鏡装置が実用化され広く
普及している。このような従来の内視鏡装置においては、体腔内に挿入される挿入部の長
さ等の制約があることから、観察や検査等を行い得る範囲には制約がある。
【０００３】
　そこで、近年においては、例えばカプセル形状の筐体の内部に撮像光学系を含む撮像手
段・照明手段・通信手段と受電手段又は電源等を収納した小型の内視鏡、いわゆるカプセ
ル内視鏡と、このカプセル内視鏡との間で無線通信を行う通信手段や受信した信号を記録
する記録手段及び同信号をＣＲＴやＬＣＤ等を用いて表示する表示手段等からなるカプセ
ル内視鏡システムについて、種々の提案がなされている。
【０００４】
　従来のカプセル内視鏡を用いて体腔内の検査を行った際に、その被検者の体腔内に病変
等が発見された場合には、その後、一般的な内視鏡等を用いた精密検査を行ったり、これ
に合わせて所定の処置等を実施することがある。
【０００５】
　このような場合において、先に行ったカプセル内視鏡検査により発見された病変部等の
正確な位置情報を取得しておけば、後日行う内視鏡検査等の精密検査の際に、その目的と
する病変部を再発見することは容易であると考えられる。
【０００６】
　そこで、従来提案されているカプセル内視鏡を用いて検査及び診断等を行うのに際して
、体腔内に挿入した後の当該カプセル内視鏡の位置を検出する手段についての提案が、例
えば特開２００１－４６３５７号公報等によって種々のなされている。
【０００７】
　上記特開２００１－４６３５７号公報によって開示されているカプセル内視鏡システム
においては、体腔内に挿入された後のカプセル内視鏡の位置を検出する位置検出手段を外
部受信装置側に設けて構成している。この位置検出手段は、体腔内のカプセル内視鏡から
発信される所定の信号を受信して、その信号強度に基づいて当該カプセル内視鏡の体腔内
における位置に関する情報を取得するようになっているものである。
【特許文献１】特開２００１－４６３５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上述の特開２００１－４６３５７号公報によって開示されている位置検出手
段では、体腔内のカプセル内視鏡から送信される信号が微弱であることから、充分な精度
で位置検出を行うことができないと考えられる。
【０００９】
　したがって、後日行う精密検査等の際に、検査の目的とする病変部位であって、先にカ
プセル内視鏡検査によって発見した病変部等を再発見するために、術者は労力を割かなけ
ればならないという可能性があった。
【００１０】
　このように、カプセル内視鏡を用いた検査を行う際には、その検査によって発見し得た
病変部等の位置情報を取得しておくようにすれば極めて至便であるが、この位置情報につ
いて高精度なものが望まれていることは当然である。
【００１１】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、体腔
内に挿入されたカプセル内視鏡を用いて発見した病変部等の所望の部位に対して所定の情
報（マーカー）を留置し得るようにすることで、後日行なう再検査等において当該病変部
の再発見を容易に行ない得るようにして、後日の再検査又は処置等を確実に行わしめるこ
とに寄与することのできるカプセル内視鏡を提供することである。
【００１２】
　また、カプセル内視鏡の外装部材を分割構造とすることで、使用時の形態としては大型
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のものでありながら分割した個々のカプセルを小型化することによって、被検者に負担を
かけることなく嚥下し易い構成とし、よってより確実に検査を行うことができるようにし
たカプセル内視鏡を提供することである。
【００１３】
　そして、体腔内に挿入したカプセル内視鏡の観察方向について、少なくとも二方向のう
ちの所望の一方向を選択的に観察し得ると共に、観察方向を切換自在となるように構成す
ることで、より広い視野を確保して確実な検査を行い得るようにしたカプセル内視鏡を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明によるカプセル内視鏡は、撮像光学系と照明装置と
撮像装置と回路基板とを少なくとも含んで構成されるカプセル内視鏡において、体腔内に
Ｘ線検査によってその位置を把握可能な針状部を有する金属で形成されたマーカー部材を
射出する射出ユニットを具備し、前記射出ユニットは、前記マーカー部材を射出する射出
力を前記マーカー部材に付勢した状態で前記カプセル内視鏡内に保持する付勢部材を備え
ており、かつ、前記マーカー部材を射出する射出部の先端部位が観察視野の範囲内にある
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、体腔内に挿入されたカプセル内視鏡を用いて発見した病変部等の所望
の部位に対して所定の情報（マーカー）を留置し得るようにすることで、後日行なう再検
査等において当該病変部の再発見を容易に行ない得るようにして、後日の再検査又は処置
等を確実に行わしめることに寄与し得るカプセル内視鏡を提供することができる。
【００２２】
　また、カプセル内視鏡の外装部材を分割構造とすることで、使用時の形態としては大型
のものでありながら分割した個々のカプセルを小型化することによって、被検者に負担を
かけることなく嚥下し易い構成とし、よってより確実に検査を行い得るカプセル内視鏡を
提供することができる。
【００２３】
　そして、体腔内に挿入したカプセル内視鏡の観察方向について、少なくとも二方向のう
ちの所望の一方向を選択的に観察し得ると共に、観察方向を切換自在となるように構成す
ることで、より広い視野を確保して確実な検査を行い得るようにしたカプセル内視鏡を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。  
　図１は、本発明の第１の実施形態のカプセル内視鏡及びこれを含むカプセル内視鏡シス
テムの概要を示す概略構成図である。なお、図１においては、カプセル内視鏡の断面図を
図示することで、その内部構成を示している。
【００２５】
　図１に示すように本実施形態のカプセル内視鏡システム１は、カプセル状の筐体内部に
各種の構成部材を備えて構成されるカプセル内視鏡１０と、当該カプセル内視鏡１０を外
部から制御する制御手段等からなる外部制御装置２１等によって構成されている。
【００２６】
　外部制御装置２１には、上述したように制御手段のほかに、例えばカプセル内視鏡１０
との間で通信を行う通信手段や当該カプセル内視鏡１０の内部電気回路が必要とする電力
を無線給電する給電手段及び当該カプセル内視鏡１０により取得した画像信号を受けてこ
れを記録する記録手段に加えて当該カプセル内視鏡１０により取得した画像信号に基づく
画像を表示する表示手段（図示せず）等を含んで構成される。
【００２７】
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　つまり、本カプセル内視鏡１０においては、内部電気回路のそれぞれが必要とする電力
は、上述したように外部制御装置２１によって無線給電されるようになっている。そのた
めに、外部制御装置２１には所定の給電手段が設けられている。これに応じて、カプセル
内視鏡１０のがわには当該給電手段に対応する通信受電ユニット１９が設けられている。
【００２８】
　カプセル内視鏡１０は、内部を液密に封止する外装部材である筐体１６と、この筐体１
６の内部に配設される各種の構成部材、例えば体腔内の消化器等の被検体を照明する発光
ダイオード（ＬＥＤ）等の発光光源１５ａ及びこの発光光源１５ａを駆動制御する電気回
路が実装される発光光源搭載基板１５ｂとからなる照明手段１５と、この照明手段１５に
より照明される被検体の光学像を形成する複数のレンズ群１１ａ及びこれを保持するレン
ズ鏡筒１１ｂ等からなる撮像光学系１１と、この撮像光学系１１により結像される被検体
の光学像を受けて所定の光電変換処理等を行って画像信号を生成する撮像素子等からなる
撮像手段１２と、この撮像手段１２から出力される画像信号を受けて各種の信号処理（画
像信号処理や通信処理等）を行う電気回路や当該カプセル内視鏡１０の内部電気回路全体
を統括的に制御する制御回路等を実装した複数の基板１３ａ・１３ｂ等からなる回路基板
１３と、この回路基板１３を構成する複数の基板同士及び後述する通信受電ユニット１９
との間を電気的に接続するフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）１４と、マーカ射出ユニ
ット１７（詳細は後述する）と、回路基板１３に実装され当該カプセル内視鏡１０の姿勢
を検知する姿勢検知手段１８等によって構成されている。
【００２９】
　本カプセル内視鏡１０の筐体１６は、例えば樹脂等の硬質部材によって形成され、当該
カプセル内視鏡１０の前面部分を覆い保護すると同時に照明手段１５から出射される照明
光束や撮像光学系１１へと入射する光束を透過させ得る透明窓部１６ａと、当該筐体１６
の主要部分を構成し各種の内部構成部材等が配置されこれらを外部より覆い保護する本体
部１６ｂとによって構成されている。
【００３０】
　撮像光学系１１は、複数のレンズ群１１ａと、これを保持するレンズ鏡筒１１ｂ等によ
って構成されている。そして、この撮像光学系１１の後方の所定の位置に配設される回路
基板１３の所定の基板１３ａの実装面上に撮像手段１２が実装配置されている。
【００３１】
　撮像手段１２は、上述したように撮像光学系１１の後方において所定の位置に配設され
ている。この撮像手段１２は、撮像光学系１１を透過して形成される被検体の光学像を受
けて光電変換処理を行うＣＣＤ又はＣＭＯＳ等の撮像素子や、この撮像素子を駆動させて
所定の信号処理を行わしめる複数の電気部品等によって構成される電気回路等からなる。
そのために、これらの電気回路や撮像素子等は回路基板１３の所定の基板１３ａ上に実装
されている。
【００３２】
　したがって、上述の照明手段１５によって被検体が照明され、その照明光束が被検体に
より反射されると、その反射光束は撮像光学系１１によって集光され、これを透過した後
、撮像手段１２の撮像素子の受光面上に被検体の光学像が結像されるようになっている。
【００３３】
　そして、撮像手段１２は、撮像光学系１１により形成される被検体の光学像を受けて所
定の光電変換処理等の信号処理を行い、当該被検体の光学像に対応する電気信号（画像信
号）を生成するようになっている。
【００３４】
　回路基板１３は、上述したように複数の基板１３ａ・１３ｂ等からなり、例えば各種の
画像信号処理や駆動制御処理及び信号通信処理等を行う電気回路や当該カプセル内視鏡１
０の全体を制御する制御回路等が実装されている。なお、これらの電気回路は、それぞれ
が例えば半導体のワンチップ構成によってなるものである。
【００３５】
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　ここで、撮像手段１２・回路基板１３の詳細な構成を以下に説明する。
【００３６】
　図２は、本実施形態のカプセル内視鏡における撮像光学系と撮像手段と回路基板とを取
り出して拡大して示す要部拡大断面図である。また、図３は撮像手段を製造する際の手順
を概略的に示す図である。なお、図３（Ｆ）の状態が当該撮像手段の製造完了時の形態を
示す断面図である。
【００３７】
　撮像手段１２は、図２及び図３（Ｆ）に示すようにガラス部材１２ａと撮像素子（以下
、イメージセンサという）１２ｃとを接合して構成されている。この場合において、ガラ
ス部材１２ａは、イメージセンサ１２ｃの前面側、即ち撮像光学系１１に対向する側の面
であって撮像面が形成される側の面に配設されている。
【００３８】
　したがって、イメージセンサ１２ｃの前面側（ガラス部材１２ａとの接合面）に設けら
れる電極を外部へ取り出すことができない状態になる。そこで、これらの電極をイメージ
センサ１２ｃの前面側から背面側へと取り出すために、当該イメージセンサ１２ｃには貫
通電極１２ｄ及び突起電極（バンプ）１２ｅが設けられている。つまり、このイメージセ
ンサ１２ｃでは、貫通電極１２ｄ及び突起電極１２ｅを介してイメージセンサ１２ｃの前
面側から背面側へと電極を取り出し得るように電気回路が形成されている。
【００３９】
　貫通電極１２ｄは、イメージセンサ１２ｃを貫通する極めて微細な孔からなり、電極の
数だけ複数設けられている。この貫通電極１２ｄのそれぞれに突起電極１２ｅが設けられ
ている。この突起電極１２ｅはメッキにてウエハー状態で一括して形成されるものである
（詳細は後述する）。
【００４０】
　また、ガラス部材１２ａには、イメージセンサ１２ｃとの対向する側の面に、凹部が形
成されている。これは、ガラス部材１２ａとイメージセンサ１２ｃとが接合されたときに
、イメージセンサ１２ｃの表面が気密的に封止されるようにするための措置である。これ
によって、両者が接合された状態では、両者間の所定の領域に空気層１２ｂが形成される
ようになっている（図２・図３（Ｆ）参照）。
【００４１】
　このように構成される撮像手段１２は、次に示す手順によって製造される。
【００４２】
　まず、図３（Ａ）に示すように素材としてのイメージセンサウエハー１２ｃｃに対して
、図３（Ｂ）に示すように補強部材１００を所定の接着剤等の仮接合部材１０１によって
仮接合する。
【００４３】
　次いで、図３（Ｂ）の状態のイメージセンサウエハー１２ｃｃに対して所定の工作機械
等を用いて所定の厚さ寸法となるように研磨加工を施す。これによって図３（Ｃ）に示す
状態となる。
【００４４】
　この研磨加工によってイメージセンサウエハー１２ｃｃは極薄膜状に形成されることに
なる。この状態では、当該イメージセンサウエハー１２ｃｃに対して各種の加工処理を施
すことが困難な状態となる。
【００４５】
　そこで、薄膜状のイメージセンサウエハー１２ｃｃに対して補強部材１００を接合する
ことによって、当該イメージセンサウエハー１２ｃｃを加工処理する際に損壊等しないよ
うに補強しているのである。
【００４６】
　図３（Ｃ）の状態に有る（規定厚の）イメージセンサウエハー１２ｃｃに対して所定の
位置に所定数の貫通電極１２ｄを形成する。これによって図３（Ｄ）に示すような形態の
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イメージセンサ１２ｃが形成される。なお、貫通電極１２ｄの形成は、例えばドライエッ
チング等の手段が用いられる。
【００４７】
　次いで、この図３（Ｄ）に示すイメージセンサ１２ｃの各貫通電極１２ｄに対してメッ
キ等によって突起電極１２ｅを一括して形成する。これによって図３（Ｅ）に示すイメー
ジセンサ１２ｃが形成される。
【００４８】
　そして、この図３（Ｅ）に示す状態から補強部材１００及び仮接合部材１０１を除去す
る。その後、イメージセンサ１２ｃの所定の面（前面）側にガラス部材１２ａを接合する
。これによって図３（Ｆ）に示す状態になる。この場合において、ガラス部材１２ａの凹
部が設けられる側の面は、イメージセンサ１２ｃの前面側（撮像面）に対向するように配
置される。これによって、ガラス部材１２ａとイメージセンサ１２ｃとの間の所定の領域
に空気層１２ｂが形成される。この状態が撮像手段１２の製造完了時の形態となる。即ち
、図３（Ｆ）に示す形態である。そして、この撮像手段１２が回路基板１３のうちの基板
１３ａに実装されている。
【００４９】
　ここで、回路基板１３を構成する基板１３ａ・１３ｂは、図２に示すように、その内層
に例えばインダクタ１３ａａ・集積回路（ＩＣ）１３ａｂ・薄膜抵抗１３ｂａ・コンデン
サ１３ｂｂ等を埋め込んだ形態で形成されている。
【００５０】
　図１に戻って、回路基板１３のうち当該カプセル内視鏡１０の略中央部分に配設される
基板１３ｂには姿勢検知手段１８が実装されている。この姿勢検知手段１８は、体腔内に
挿入されて使用中のカプセル内視鏡１０の三次元的な姿勢を検知するためのジャイロ等か
らなるものである。この姿勢検知手段１８によって検出されるデータに基づいて当該カプ
セル内視鏡１０の姿勢制御を行うようにしている。
【００５１】
　また、当該カプセル内視鏡１０の内部において一方の端部近傍の所定の位置には上述し
たように通信受電ユニット１９が配設されている。この通信受電ユニット１９は、当該カ
プセル内視鏡１０と外部制御装置２１との間の通信を担う役目と、外部制御装置２１から
の電力の受電を担う役目とを兼ね備えて構成されるものである。
【００５２】
　即ち、通信受電ユニット１９は、例えば体腔内で使用中のカプセル内視鏡１０と体腔外
に設けられる外部制御装置２１との間において各種の制御信号の授受を行ったり当該カプ
セル内視鏡１０によって取得した被検体の画像信号を外部制御装置２１へと伝送するため
のアンテナ部材等からなる無線手段と、外部制御装置２１から無線給電される電力を受電
して、これを当該カプセル内視鏡１０の内部電気回路のそれぞれに配電する受電手段とに
よって構成される。
【００５３】
　なお、通信受電ユニット１９は、例えば電気二重コンデンサ（いわゆるスーパーキャパ
シタ）及び無指向性アンテナ・発信器ＶＣＯ（通信手段）と、レギュレター及び受電アン
テナ（受電手段）等によって構成されている。
【００５４】
　照明手段１５は、上述したように被検体を照明するための複数の発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）等からなる発光光源１５ａと、この発光光源１５ａを載置して、当該発光光源１５ａ
の駆動制御を行う電気回路等が実装された発光光源搭載基板１５ｂによって構成されてい
る。
【００５５】
　この場合において、発光光源１５ａは、具体的には撮像光学系１１のレンズ鏡筒１１ｂ
の外周縁部の近傍に複数配置されている。そして、当該発光光源１５ａを構成する複数の
発光ダイオードのそれぞれは、当該カプセル内視鏡１０の前面側に向けて所定の光束を出
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射し得るように配設されている。
【００５６】
　また、カプセル内視鏡１０の内部における所定の位置には、体腔内に所定のマーカー部
材２０（詳細は後述する）を射出して体腔内に留置するためのマーキング手段であるマー
カ射出ユニット１７が設けられている。このマーカ射出ユニット１７は、ノズル１７ａ・
バルブ１７ｂ・リザーバ１７ｃ及びこのリザーバ１７ｃの内部に充填されるマーカー部材
２０等によって構成されている。
【００５７】
　リザーバ１７ｃは、カプセル内視鏡１０の筐体１６の内部において、発光光源搭載基板
１５ｂよりも後ろ側であって、当該カプセル内視鏡１０の略中央部近傍に配置されている
。このリザーバ１７ｃの内部には、体腔内の任意の部位に付着させることで病変部等のマ
ーキング（目印）とするためのマーカー部材２０が予め加圧された状態で充填されている
。
【００５８】
　このマーカー部材２０は、例えば蛍光物質・Ｘ線不透過物質・染料等の液体状のものが
用いられる。そして、このマーカー部材２０を加圧する手段としては、例えば電磁力若し
くは静電力等によって予め施すようにすればよい。
【００５９】
　ノズル１７ａは、極めて細径の管状部材によって構成されている。このノズル１７ａは
、リザーバ１７ｃの所定の部位から発光光源搭載基板１５ｂを貫通して筐体１６の透明窓
部１６ａに向けて延出するように配設されている。そして、ノズル１７ａの先端部位は、
透明窓部１６ａの近傍の所定の位置において、当該透明窓部１６ａの外表面より外部に突
出しないように配置されている。また、ノズル１７ａの先端部位は、撮像光学系１１によ
る撮影視野の範囲内に入るように設定されている。
【００６０】
　ノズル１７ａの所定の部位（リザーバ１７ｃ寄りの部位）には、バルブ１７ｂが設けら
れている。このバルブ１７ｂは、例えば圧電素子によって開閉する圧電バルブや微小領域
の空気圧によって開閉するニューマティックバルブ（空気バルブ）若しくは電磁式の電磁
バルブ等が用いられる。したがって、このバルブ１７ｂによって、リザーバ１７ｃとノズ
ル１７ａとは任意に開閉自在となっている。
【００６１】
　そして、このバルブ１７ｂを開状態とした時に、リザーバ１７ｃ内部のマーカー部材２
０は、リザーバ１７ｃの内圧によってノズル１７ａを通過してカプセル内視鏡１０の外部
前方の目標とする病変部等の被検体に向けて射出するようになっている。
【００６２】
　なお、バルブ１７ｂの開閉制御によるマーカー部材２０の射出制御は、外部制御装置２
１による遠隔制御によって実行される。つまり、当該システム１の操作者が外部制御装置
２１の所定の操作部材を任意に操作することによって射出制御がなされるようになってい
る。このようにマーカ射出ユニット１７は、マーカー部材２０を射出する射出手段となっ
ている。
【００６３】
　一方、外部制御装置２１は、上述したように主にカプセル内視鏡１０を外部から制御す
る等、当該システム全体を統括的に制御する制御手段に加えて、カプセル内視鏡１０によ
って取得され当該カプセル内視鏡１０の無線通信手段を介して無線伝送される画像信号等
を受けて所定の信号処理を行う画像処理手段と、カプセル内視鏡１０との間で通信を行う
通信手段と、受信した画像信号等を記録する記録手段と、当該画像信号に基づいて所定の
信号処理を行った後、これを視認可能な画像として表示するための表示手段と、カプセル
内視鏡１０に向けて必要となる電力を無線給電する給電手段等を含んで構成されている。
【００６４】
　このうち表示手段としては、例えばブラウン管（ＣＲＴ；Ｃathod-Ｒay Ｔube）型表示
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装置や液晶表示（ＬＣＤ；Ｌiquid Ｃrystal Ｄisplay）装置・プラズマディスプレイ（
Ｐlasma Ｄisplay）装置・電子蛍光ディスプレイ（Ｅlectro Ｌuminescent Ｄisplay；Ｅ
Ｌディスプレイ）装置等の一般的な表示装置が用いられる。
【００６５】
　このように構成される本実施形態のカプセル内視鏡１０とこれを含むカプセル内視鏡シ
ステム１の作用を以下に説明する。
【００６６】
　まず、体腔内に挿入されたカプセル内視鏡１０は、所望の被検体に応じた画像信号を取
得し、これに対して所定の信号処理を施した後、通信受電ユニット１９を介して外部制御
装置２１に向けて送信する。具体的には次に示すようになる。
【００６７】
　即ち、当該カプセル内視鏡１０を用いた検査を行うのに際しては、まずカプセル内視鏡
１０を被検者に嚥下させる。
【００６８】
　当該カプセル内視鏡１０は、被検者の体腔内臓器による蠕動運動又は所定の移動手段等
によって体腔内を進み、やがて観察及び検査を所望する目的の部位（被検体の近傍）に到
達する。ここで外部制御装置２１からカプセル内視鏡１０への給電動作を起動させる。
【００６９】
　なお、外部制御装置２１からカプセル内視鏡１０への給電動作の時期については、上述
の例に限らず、例えばカプセル内視鏡１０を被検者が嚥下する直前に開始させる等、所望
する任意の時期に行うようにすればよい。
【００７０】
　カプセル内視鏡１０が外部制御装置２１からの電力を受電して起動した状態になると照
明手段１５も同時にオン状態となる。すると、当該カプセル内視鏡１０は照明手段１５に
よって体腔内を照明しながら移動する。そしてこのとき体腔内の光学像は、撮像光学系１
１によって撮像手段１２の受光面上に結像される。
【００７１】
　これを受けて撮像手段１２では所定の光電変換処理が行われる。この光電変換処理によ
り被検体の光学像に応じた画像を表わす電気信号（画像信号）が生成される。この画像信
号はＦＰＣ１４を介して回路基板１３上に実装される所定の素子等へと出力されて各種の
信号処理が施される。
【００７２】
　そして、その結果により生成された被検体像を表わす画像信号は通信受電ユニット１９
を介して外部制御装置２１へと出力される。これを受けて外部制御装置２１は、受信した
画像信号に対して所定の信号処理を施した後、自己の内部に設けられる記録手段や表示手
段へと各対応する所定の形態の電気信号、即ち記録するのに適した記録用画像信号や表示
するのに適した表示用画像信号等として伝送する。
【００７３】
　つまり、当該被検体の画像信号は、記録するのに適した所定の形態の記録用画像信号と
なるように変換されて記録手段へと電送され、所定の記録媒体（図示せず。記録手段に含
まれる）の所定の記録領域に記録される。また、表示するのに適した所定の形態の表示用
画像信号となるように変換されて表示装置へと電送され、その表示部を用いて視認可能な
画像として表示される。
【００７４】
　このようにして、表示装置の表示部に表示される被検体の画像を観察する。これによっ
て、その被検体の検査及び診断等を行う。
【００７５】
　そして、上述したように体腔内に挿入されたカプセル内視鏡１０が観察及び検査を所望
する部位（被検体）の近傍にある時に、本システム１の操作者は外部制御装置２１の所定
の操作を行うことでカプセル内視鏡１０のマーカ射出ユニット１７を動作させてマーカー
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部材２０の射出制御を行う。
【００７６】
　このとき、マーカ射出ユニット１７のノズル１７ａは、撮像光学系１１の撮影視野の範
囲内に入るように設定されていることから、ノズル１７ａの少なくとも先端部分は被検体
と共に外部制御装置２１の表示装置の表示部（特に図示せず）において観察し得るように
なっている。したがって、操作者は、マーカー部材２０によるマーキングの目標とする被
検体とノズル１７ａとを同時に観察しながらマーカ射出ユニット１７を用いてマーカー部
材２０の射出操作を行う。
【００７７】
　これによってマーカ射出ユニット１７からマーカー部材２０が所定量だけ射出されると
、このマーカー部材２０は体腔内の所望の目標部位に留置される。このようにして病変部
等の被検体にマーキングが施される。
【００７８】
　なお、この射出動作は一回の検査について少なくとも一回行うようにすればよいが、複
数回の射出動作を行うようにしてもよい。
【００７９】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、撮像手段１２を用いて体腔内を観察
しながら、所望の部位、例えば病変部等の被検体に対して任意にマーカー部材２０を留置
してマーキングを施すマーキング手段であるマーカ射出ユニット１７を備えたので、当該
カプセル内視鏡１０を用いた検査の後、改めて行なう検査の際に、先に発見した病変部等
の被検体を再発見することが容易となる。
【００８０】
　この場合において、マーカー部材２０として染料等を用いた場合には、のちに実施する
検査、例えば通常の内視鏡等を用いた精密検査等の際に、当該マーカー部材２０を留置し
た部位（病変部等の被検体）を再発見することが容易である。
【００８１】
　また、蛍光物質をマーカー部材２０として用いた場合には、特に蛍光観察を行うことに
よって病変部等の再発見が容易となる。
【００８２】
　そして、Ｘ線不透過物をマーカー部材２０として用いた場合には、当該カプセル内視鏡
１０による検査の後に、Ｘ線検査を行うことによって体外から病変部等の正確な部位を把
握することができる。
【００８３】
　また、マーカ射出ユニット１７のノズル１７ａを撮像光学系１１の撮影視野の範囲内に
入るように設定してあるので、ノズル１７ａの先端部分と被検体とを外部制御装置２１の
表示装置の表示部（特に図示せず）の同一画面上において同時に観察することができる。
したがって、マーカ射出ユニット１７を用いる射出操作を容易に行うことができる。
【００８４】
　なお、上述の第１の実施形態においては、リザーバ１７ｃを図１に示すようにカプセル
内視鏡１０の内部の所定の位置に固設して構成している。このような構成とした場合には
、リザーバ１７ｃ内部のマーカー部材２０の種類ごとにカプセル内視鏡１０を用意して、
実行する検査等に応じて複数種類のカプセル内視鏡１０から所望のカプセル内視鏡１０を
選択して使用することになる。
【００８５】
　これとは別の形態として、例えばリザーバ１７ｃをユニット化して構成し、このリザー
バユニットをカプセル内視鏡１０に対して着脱自在に構成するようにしてもよい。
【００８６】
　このような構成とした場合には、カプセル内視鏡１０の使用開始時に、これから行おう
とする検査等に適した所望のマーカー部材２０が充填されているリザーバユニットを任意
に選択し、これをカプセル内視鏡１０に装着することになる。
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【００８７】
　つまり、この場合においては、カプセル内視鏡１０本体構造物は共通のもので構成し、
リザーバユニットのみを任意に選択し、カプセル内視鏡１０の本体に装着すれば、所望の
検査に応じたマーカー部材２０を選択することができる。
【００８８】
　したがって、より効率的に資材管理等を行うことのできるシステムを構成することがで
きる。これと同時に、製造時においてもリザーバユニットのみをマーカー部材２０の種類
毎に製造管理すれば良いので製造工程の効率化を実現すると共に、製造コストの低減化に
も寄与することができる。
【００８９】
　なお、上述の第１の実施形態では、カプセル内視鏡１０への電力供給方式としては、外
部制御装置２１からの無線給電を受電する通信受電ユニット１９を備えた外部供給方式を
適用した場合の例を示しているが、これとは異なる電力供給方式、例えばカプセル内視鏡
１０の内部に一次電池や二次電池等の電源電池を設けた内蔵電源方式としてカプセル内視
鏡１０を構成することも容易である。
【００９０】
　この場合には、外部制御装置２１における給電手段は不要となり、カプセル内視鏡１０
の通信受電ユニット１９から受電手段を除去した通信ユニットを適用することになる。
【００９１】
　なお、これによればカプセル内視鏡の使用可能時間は電源容量に依存することになるが
、カプセル内視鏡の内部回路等の電気的な構成としては単純化することができ、製造コス
トの低減化に寄与し得る。
【００９２】
　さらに、上述の第１の実施形態では、被検体近傍にマーキングを施すためのマーカー部
材２０をマーカ射出ユニット１７のリザーバ１７ｃの内部に充填するようにしているが、
このマーカー部材２０に代えて、病変部等に作用する治療用又は処置用の薬剤等をリザー
バ１７ｃ内に充填することも可能である。
【００９３】
　このように構成すれば、カプセル内視鏡１０を用いて光学像を取得し表示させることで
目視による検査を行うのと同時に、その検査中に病変部等を発見した場合には、マーカ射
出ユニット１７を用いて薬剤等を射出させることで、任意に簡単な処置又は治療等を行う
こともできる。
【００９４】
　一方、上述の第１の実施形態においては、マーカー部材２０として主に液体状のものを
被検体に向けて射出するように構成した例を示しているが、マーカー部材２０としては、
このような形態の液体状部材に限ることはない。例えば図４・図５に示す本発明の第２の
実施形態のような構成も考えられる。
【００９５】
　即ち、図４は本発明の第２の実施形態のカプセル内視鏡及びこれを含むカプセル内視鏡
システムの概要を示す概略構成図である。なお、図４においては、カプセル内視鏡の断面
図を図示することで、その内部構成を示している。図５は、本実施形態のカプセル内視鏡
１０の先端部近傍の要部拡大断面図であって、当該カプセル内視鏡から個体状のマーカー
部材を射出し所望の被検体にマーキングを施した場合の状態を示す図である。
【００９６】
　本実施形態は、図４に示すように上述の第１の実施形態と略同様の構成からなるもので
あって、カプセル内視鏡の内部に設けるマーカ射出ユニットの構成が若干異なるのみであ
る。したがって、本実施形態においては、上述の第１の実施形態と同様の構成は同じ符号
を用いてその詳細な説明は省略し、異なる構成についてのみ図４・図５を用いて以下に説
明する。
【００９７】
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　本実施形態のマーカ射出ユニット１７Ａは、クリップ状の個体からなるマーカー部材１
７Ａｄを射出すべく、筒状の射出管１７Ａａと、マーカー部材１７Ａｄを射出させるバネ
等の付勢部材１７Ａｅ等によって構成されている。
【００９８】
　射出管１７Ａａには、マーカー部材１７Ａｄが複数収納されており、付勢部材１７Ａｅ
はマーカー部材１７Ａｄを任意の時に外部に向けて射出し得るように所定の機構が構成さ
れている。
【００９９】
　マーカー部材１７Ａｄは、上述したようにクリップ状の個体からなる部材であって、例
えば金属部材等によって形成されるものである。このマーカー部材１７Ａｄは、射出管１
７Ａａの内部に収納されている時には、図４に示すように略粒状の形態となっており、任
意の時に所定の操作がなされて射出されると、図５に示すように略先端部から針状部１７
Ａｄｄが突出するようになっている。そして、この針状部１７Ａｄｄが被検体１０３に刺
さることで、当該マーカー部材１７Ａｄは、その部位に留置されるようになっている。
【０１００】
　その他の構成は、上述の第１の実施形態と略同様である。また、本実施形態の作用につ
いては、マーカ射出ユニット１７Ａから射出するマーカー部材１７Ａｄが異なるのみで、
上述の第１の実施形態と略同様である。
【０１０１】
　以上説明したように、上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様の効
果を得ることができる。
【０１０２】
　また、本実施形態では、金属製等からなる個体状のマーカー部材１７Ａｄを体腔内の所
望の部位に留置し得るように構成したので、当該カプセル内視鏡１０Ａを用いた検査の後
にＸ線検査を行なうことによって、病変部等の位置を体外から正確に把握することができ
る。
【０１０３】
　次に、本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡及びカプセル内視鏡システムについて
以下に説明する。
【０１０４】
　図６・図７・図８は、本実施形態のカプセル内視鏡を示す図であって、図６は本カプセ
ル内視鏡の一部を構成する主カプセルの概要を示す概略構成図、図７は本カプセル内視鏡
の他の一部を構成する電源カプセルの概要を示す概略構成図である。そして、図８は図６
の主カプセルと図７の電源カプセルを連結させた状態であって本カプセル内視鏡の使用時
の状態を示す図である。
【０１０５】
　本実施形態のカプセル内視鏡１０Ｂは、二つのカプセル状の筐体、即ち図６に示すよう
に撮像手段などの主要構成部材を内部に収納した主カプセル１０Ｂａと、図７に示すよう
に主に電源電池等の電源手段を構成する部材を内部に収納した電源カプセル１０Ｂｂとに
よって構成されている。そして、この二つの別体のカプセル（主カプセル１０Ｂａ・電源
カプセル１０Ｂｂ）が所定の連結手段（詳細は後述する）を用いて連結するようになって
おり、両者が連結状態となったときにカプセル内視鏡１０Ｂとして機能するようになって
いる。
【０１０６】
　なお、本実施形態のカプセル内視鏡１０Ｂの内部構成部材において、上述の第１の実施
形態のカプセル内視鏡１０と同様の機能を有する構成部材については同じ符号を附してそ
の詳細な説明は省略する。また、図８においては、上述したように図６の主カプセルと図
７の電源カプセルを連結した状態を示すものであるので、図面の煩雑化を避けるために各
部に付される符号を省略して図示している。
【０１０７】
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　主カプセル１０Ｂａは、内部を液密に封止する外装部材である筐体１６Ａと、この筐体
１６Ａの内部に収納される各種の構成部材によって構成されている。
【０１０８】
　筐体１６Ａは、全体としてはカプセル状の一端を平面形状とした形態となっている。即
ち、この筐体１６Ａは、例えば透明樹脂等の硬質部材によって中空の半球形状に形成され
、当該カプセル内視鏡１０Ｂの前面部分を覆い保護すると同時に照明手段１５から出射さ
れる照明光束や撮像光学系１１Ｂへと入射する光束を透過させ得る透明窓部１６Ａａと、
例えば樹脂等の硬質部材により一端に開口を有する略円筒形状に形成され当該筐体１６Ａ
の主要部分を構成し内部に各種の構成部材等が配置されこれらを外部より覆い保護する本
体部１６Ａｂとによって構成されている。
【０１０９】
　筐体１６Ａの内部には、図６に示すように撮像光学系１１Ｂと、撮像手段１２と、複数
の基板１３ａ・１３ｂ等からなる回路基板１３と、フレキシブルプリント基板１４と、発
光光源１５ａ及び発光光源搭載基板１５ｂ等からなる照明手段１５と、姿勢検知手段１８
と、連結手段である永久磁石２２ａと、トランス（変圧器）２３ａ等がそれぞれ所定の位
置に配設されている。
【０１１０】
　撮像光学系１１Ｂは、当該カプセル内視鏡１０Ｂの長軸方向に対して側方の所定の二方
向から入射する光束（図６に示す符号Ｏ１・Ｏ２）のうち何れか一方からの光束を選択的
に撮像手段１２の受光面へと導き得るように構成されている。
【０１１１】
　そのために、当該撮像光学系１１Ｂは、異なる二方向からの光束を入射させるように互
いに対向する位置に配置される第１レンズ群１１ａ及び第２レンズ群１１ｅと、撮像手段
１２の受光面の前面側近傍に配置される第３レンズ群１１ｃと、第１レンズ群１１ａ又は
第２レンズ群１１ｅを透過した光束の何れか一方を受けて第３レンズ群１１ｃへと導く反
射鏡１１ｄ等によって構成されている。
【０１１２】
　反射鏡１１ｃは、図６に示す符号Ｘを中心として所定の範囲内で矢印Ｒ方向に回動自在
となるように配設されている。この場合において、反射鏡１１ｃの可動範囲は、第１レン
ズ群１１ａを透過する光束の光軸Ｏ１に対して角度略４５度となる位置と、第２レンズ群
１１ｅを透過する光束の光軸Ｏ２（点線で示す）に対して角度略４５度となる位置との間
で可動するようになっている。
【０１１３】
　なお、本実施形態においては、本カプセル内視鏡１０Ｂと外部制御装置（図示せず）と
の間で通信を行う通信手段は、回路基板１３に実装するようにしている。
【０１１４】
　一方、電源カプセル１０Ｂｂは、内部を液密に封止する外装部材である筐体１６Ａｃと
、この筐体１６Ａｃの内部に収納される各種の構成部材によって構成されている。
【０１１５】
　筐体１６Ａｃは、全体としては上述の主カプセル１０Ｂａの筐体１６Ａと略同形状に形
成されているものであるが、全体が主カプセル１０Ｂａの本体部１６Ａｂと同様の樹脂等
の硬質部材によって形成されている。
【０１１６】
　筐体１６Ａｃの内部には、複数の一次電池や二次電池等の電源電池１９Ａと、連結手段
である永久磁石２２ｂと、トランス（変圧器）２３ｂ等によって構成されている。
【０１１７】
　永久磁石２２ｂは、上述の主カプセル１０Ｂａ側の永久磁石２２ａとは反対の極性を有
するものが用いられる。したがって、主カプセル１０Ｂａと電源カプセル１０Ｂｂ（筐体
１６Ａｂと筐体１６Ａｃ）とは、主カプセル１０Ｂａ側の永久磁石２２ａと電源カプセル
１０Ｂｂ側の永久磁石２２ｂとの間に生じる磁力によって、図８に示すような形態で連結



(13) JP 4436631 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

するようになっている。
【０１１８】
　また、トランス２３ｂは、上述の主カプセル１０Ｂａ側のトランス２３ａと組み合わさ
れることによって、非接触状態で電力を供給することができるようになっている。
【０１１９】
　つまり、主カプセル１０Ｂａと電源カプセル１０Ｂｂとが図８に示すように連結された
状態となった時に作動することで、互いが非接触状態にあっても電源カプセル１０Ｂｂの
側から主カプセル１０Ｂａの側へと電力を供給するものである。
【０１２０】
　このように構成された本実施形態のカプセル内視鏡１０Ｂの作用を以下に説明する。
【０１２１】
　本カプセル内視鏡１０Ｂを用いた検査等を行なうのに際して被検者は、まず主カプセル
１０Ｂａと電源カプセル１０Ｂｂとをそれぞれ別に嚥下する。すると、両者は体腔内にお
いて永久磁石２２ａ・２２ｂの作用によって連結される。
【０１２２】
　両者が図８に示す連結状態になると、トランス２３ａ・２３ｂが作動して、電源カプセ
ル１０Ｂｂの側から主カプセル１０Ｂａの側へと所定の電力が供給される。これにより、
本カプセル内視鏡１０Ｂはその機能を開始する。
【０１２３】
　ここで、外部制御装置（図示せず）の制御によって撮像光学系１１Ｂの反射鏡１１ｄの
向きを制御する。これによって、当該カプセル内視鏡１０Ｂの側方における所定の二方向
のうちの何れか一方向にある被検体を選択的に観察することができる。図８に示す状態で
は、反射鏡１１ｄは第１レンズ群１１ａを透過した光束を撮像手段１２の側へと導くよう
に設定されている。
【０１２４】
　そして、検査が終了した後は、当該カプセル内視鏡１０Ｂは、被検者の体腔内臓器によ
る蠕動運動等によって体腔外へと排出されることになる。
【０１２５】
　以上説明したように上記第３の実施形態によれば、主カプセル１０Ｂａと電源カプセル
１０Ｂｂとを別体に構成し、両者を永久磁石２２ａ・２２ｂによって連結するようにし、
両者が連結した時には電源カプセル１０Ｂｂから主カプセル１０Ｂａへと電力が供給され
るようにしている。
【０１２６】
　したがって、各カプセルのそれぞれの単体としての大きさを小型化することができる。
【０１２７】
　また、各カプセルのそれぞれの大きさを大きくしたとしても、被検者は容易に嚥下する
ことができるので、被検者に対する負担を増大させることなくカプセル内視鏡としての大
きさを大型化することができる。このことは、各カプセルについてより広い内部容積を確
保することができるので、例えば主カプセル１０Ｂａにおいては、より広い内部容積によ
ってより多くの構成部材を配設することができ、より高性能化又は多機能化を実現し得る
。また、例えば電源カプセル１０Ｂｂにおいては、より多くの電源電池を収納することが
できるので、使用時間の延長に寄与することができる。さらに、異なる種類の電源電池、
例えば一次電池や二次電池に代えて、例えば燃料電池等による発電デバイス等を収納する
ことも可能となる。
【０１２８】
　なお、上述の第３の実施形態においては、主カプセル１０Ｂａと電源カプセル１０Ｂｂ
とを連結させる連結手段として永久磁石２２ａ・２２ｂを用いて構成しているが、連結手
段としてはこれに限ることはない。
【０１２９】
　例えば、永久磁石２２ａ・２２ｂのうちの少なくとも一方を電磁石で構成するようにし
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てもよい。このように構成した場合には、外部制御装置を用いて当該電磁石の磁力を制御
することによって、主カプセル１０Ｂａと電源カプセル１０Ｂｂとの両者を任意に切り離
すこともできるようになる。したがって、検査開始前には両者を別別に嚥下した後、両者
を連結させた状態で所望の検査を行ない、その後、両者を切り離すようにすれば、両カプ
セル１０Ｂａ・１０Ｂｂの体腔外への排出を容易に行なうことができるという効果がある
。
【０１３０】
　また、上述の第３の実施形態では、電源カプセル１０Ｂｂの内部に電源電池を収納する
ようにしているが、これとは別に、上述の第１の実施形態で示すように外部から無線送電
によって供給される電力を受ける受電手段を設けることも容易にできる。この場合におい
ては、電源電池と受電手段とを設け内蔵電源方式と外部給電方式とを併用するようにして
もよいし、何れか一方の給電方式のみによって構成するようにしてもよい。
【０１３１】
　一方、上述の第３の実施形態においては、カプセル内視鏡１０Ｂの側方における所定の
二方向のうちの何れか一方向にある被検体を選択的に観察し得るように撮像光学系１１Ｂ
が構成されている。これに代えて、例えばカプセル内視鏡１０Ｂの側方の一方向又は前方
の所定の範囲を観察し得るように構成することも可能である。
【０１３２】
　即ち、図９は、本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡における主カプセルの変形例
を示す概略構成図である。
【０１３３】
　この変形例では、図９に示すように主カプセル１０Ｃａの内部構成部材のうち撮像光学
系１１Ｃの構成が、上述の第３の実施形態とは異なるのみである。したがって、主カプセ
ル１０Ｃａのうち撮像光学系１１Ｃ以外の構成部材と電源カプセルの構成については、上
述の第３の実施形態と全く同様であるものとして、その図示及び詳細説明は省略する。
【０１３４】
　この変形例のカプセル内視鏡の主カプセル１０Ｃａにおける撮像光学系１１Ｃは、図９
に示すように異なる二方向からの光束を入射させる二つのレンズ群、即ち第１レンズ群１
１ａ及び第２レンズ群１１ｆと、撮像手段１２の受光面の前面側近傍に配置される第３レ
ンズ群１１ｃと、第１レンズ群１１ａ又は第２レンズ群１１ｆを透過した光束の何れか一
方を受けて第３レンズ群１１ｃへと導く反射鏡１１ｄ等によって構成されている。
【０１３５】
　二つのレンズ群のうち第１レンズ群１１ａは、上述の第３の実施形態と同様にカプセル
内視鏡の側方における所定の一方向からの光束を透過させ得る位置に配置され側方視野を
観察し得るようになっている。また、第２レンズ群１１ｆは、カプセル内視鏡の前方から
入射する光束を透過させ得る位置に配置され前方視野を観察し得るようになっている。
【０１３６】
　そして、反射鏡１１ｃは、図９に示す符号Ｘ１を中心として所定の範囲内で矢印Ｒ方向
に回動自在となるように配設されている。この場合において、反射鏡１１ｃの可動範囲は
、第１レンズ群１１ａを透過する光束の光軸Ｏ１に対して角度略４５度となる位置（図９
の実線で示す位置）と、第２レンズ群１１ｆを透過する光束（光軸Ｏ３）から退避する位
置（図９の二点鎖線で示す位置）との間で稼動するようになっている。その他の構成及び
その作用は、上述の第３の実施形態と略同様である。
【０１３７】
　以上説明したように上記変形例においても上述の第３の実施形態と同様の効果を有する
と共に、カプセル内視鏡の前方視界と側方視界の何れかを選択的に切り換えて観察するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】本発明の第１の実施形態のカプセル内視鏡及びこれを含むカプセル内視鏡システ
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ムの概要を示す概略構成図。
【図２】図１のカプセル内視鏡における撮像光学系と撮像手段と回路基板とを取り出して
拡大して示す要部拡大断面図。
【図３】図１のカプセル内視鏡における撮像手段を製造する際の手順を概略的に示す図。
【図４】本発明の第２の実施形態のカプセル内視鏡及びこれを含むカプセル内視鏡システ
ムの概要を示す概略構成図。
【図５】図４のカプセル内視鏡における先端部近傍の要部拡大断面図。
【図６】本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡の一部を構成する主カプセルの概要を
示す概略構成図。
【図７】本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡の他の一部を構成する電源カプセルの
概要を示す概略構成図。
【図８】本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡の使用時の状態を示す概略構成図。
【図９】本発明の第３の実施形態のカプセル内視鏡における主カプセルの変形例を示す概
略構成図。
【符号の説明】
【０１３９】
１……カプセル内視鏡システム
１０・１０Ａ・１０Ｂ……カプセル内視鏡
１０Ｂａ・１０Ｃａ……主カプセル
１０Ｂｂ……電源カプセル
１１・１１Ｂ・１１Ｃ……撮像光学系
１１ｃ・１１ｄ……反射鏡（撮像光学系）
１２……撮像手段
１２ａ……ガラス部材
１２ｂ……空気層
１２ｃ……イメージセンサ
１２ｃｃ……イメージセンサウエハー
１２ｄ……貫通電極
１２ｅ……突起電極
１３……回路基板
１３ａ・１３ｂ……基板
１５……照明手段
１５ａ……発光光源
１５ｂ……発光光源搭載基板
１６・１６Ａ・１６Ａｂ・１６Ａｃ……筐体
１６ａ・１６Ａａ……透明窓部
１６ｂ・１６Ａｂ……本体部
１７・１７Ａ……マーカ射出ユニット（マーキング手段）
１８……姿勢検知手段
１９……通信受電ユニット
１９Ａ……電源電池
１７Ａｄ・２０……マーカー部材
２１……外部制御装置
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